
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府京丹後市 

企業立地ガイドブック 

（令和７年１０月３１日時点） 

 

 

京丹後市 



                                      

 

※□1・□2・□3・□5 の交付を受けるには、事前に市から「事業所の指定」を受ける必要があります。 

※京都府の立地制度との併用可。 

 

            □1  企業立地助成金 

 一定規模以上の投資及び市民正規雇用者の増加を伴い京丹後市内に事業所を新設又は増設された事業主に対

し、市民の正規雇用増加数に応じて助成金を交付します。 

 

○助成金額 

事業所の新増設に伴い増加した市民の正規雇用者数×100万円を限度とします。 

 

○対象業種・対象要件等 

次の要件を満たし、市税等（市税(水道料を対象経費として助成金を交付する場合は水道料を含む)及び附帯金） 

を滞納していないこと。 

業種又は事業 
要件 

投下固定資産額（※2） 雇用者 

○地域農林水産資源を活用する製造業 

○製造業類似事業（※1）のうち農業に属する事業 
500 万円以上 

市民の正規雇用者が 3

人以上（中小企業は 2 人

以上）増加すること。 

○情報関連産業 300 万円以上 

○上記以外の製造業 

○上記以外の製造業類似事業（※1） 

○道路貨物運送事業     ○倉庫業 

○運輸に付帯するサービス業 ○自然科学研究所 

1,000 万円以上 

○製造業及び情報関連産業のうち 

 本社機能の新設等を行う事業 

3,800 万円以上（中小企業

は 1,900 万円以上）ただ

し、土地の取得費を除く。 

市内の常用雇用者 10 人

以上の増加（中小企業者

が新設等を行う場合は

同５人以上の増加） 

※1 製造業類似事業とは、「京都府産業立地戦略 21 特別対策事業費補助金」の交付対象となる「製造業に属する事業に類する 

事業」です。 

※2 投下固定資産額とは、土地（操業開始日前 3 年以内に取得したものに限る）、家屋、償却資産（操業開始日から 3年経過 

する年の 1 月 1 日までに取得したものに限る）の取得価格（土地造成費と家屋建築費を含みます。）のことを言います。 

 

 

□2  企業立地奨励金 

 企業立地助成金交付制度と同じく事業所の指定を受け、京丹後市内に事業所を新設又は増設された事業主に 

対し、「企業立地助成金」とは別に「企業立地奨励金」を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○助成金額 

 新設・増設された事業所の投下固定資産（土地、 

建物、償却資産）に対し課税された固定資産税 

の額を限度とします。 

     

      

     

      

○対象業種・対象要件等 

京丹後市企業立地助成金交付制度に定める基準と 

 同じ。 

     

      
○交付期間 

 新設・増設された事業所に対して最初に課税され 

た年度から５年度間（毎年度交付） 

○その他 

 「土地」は操業開始日前 3年以内に取得したもの、

「償却資産」は操業開始日から 3年経過する年の   

1月 1日までに取得したものに限ります。 

     

      

     

      

企 業 立 地 支 援 制 度 

事業所新設・増設への補助 

事業所新設・増設への奨励措置 



〇助成対象経費 

区分 対象経費 対象金額 

投資助成 

用地取得費 土地取得費（市工業団地を除く）及び造成費 5％以内 

家屋・償却資産取得費 
家屋（従業員住宅含む）及び償却資産 

（事業用再生可能エネルギー生産設備含む）の取得費 
5％以内 

環境整備費 緑地又は環境施設の整備費 5％以内 

新規採用従業員研修費 
従業員研修経費で、研修参加負担金・講師謝金及び旅費

又は講師派遣料、会場使用料 
100％以内 

操業助成 

土地・建物貸借料 土地及び建物の貸借料（敷金・権利金等を除く） 50％以内 

電気料金・水道料金 電気料金及び水道料金 50％以内 

情報通信費 
インターネット接続回線利用料及び同接続サービス利用

料（情報関連産業は電話料金含む） 
50％以内 

地元食材購入費 市内生産者から購入した事業用食材 20％以内 

市内事業所発注費 
市内事業所に発注した物品及び役務で、1 事業所に対し

100 万円を超えて発注したもの 
15％以内 

資金調達 

助成 
借入金支払利息 

土地の取得造成費、家屋・償却資産の取得費、環境整備

費の取得のための借入金の利子額の全額 
100％以内 

雇用助成 正規雇用人件費 
増加した市民の正規雇用者数一人あたり 40 万円 

（障がい者は＋10 万円） 
― 

 

○交付期間            

  操業開始日の 6カ月後から 3年度間 

（操業開始日から起算して半年後、1年半、2年半を基準日として交付します。） 

 

 

               □3  企業立地奨励品 

 企業立地助成金交付制度と同じく事業所の指定を受け、一定規模以上の投資及び雇用を伴い、市内に新設又は 

増設された事業所の事業主に対し、奨励品を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○奨励品 

 営業用自動車 1 台の購入に必要な経費（最高 200 万円） 
 ※車両本体及び付属品にかかる経費のみ 

 ※消費税および地方消費税相当額を除く 

      

     

      

     

○対象業種 

企業立地助成金交付制度と同じ。 

    

    

  

○対象要件等 

 次の(1)～(3)すべてを満たすもの 

 (1) 投下固定資産額が 3 億円以上であること 

 (2) 当該事業所の操業開始日の 1年前の日から操業開始日から起算して 6か月が経過する日までの間に 

市民 10 人以上を正規雇用者として新たに雇用 

 (3) 操業開始日から起算して奨励品の耐用年数が経過する日までの間継続して操業が行われる見込みで 

あること 

○その他 

 自動車の登録に係る手数料や諸税は、事業

者の方の負担となります。 

    

    

   

    

    

   

事業所新設・増設への奨励措置 



                □4  企業立地支援専門家の派遣 

 京丹後市へ初めて事業所を設置される市外企業の皆様を対象に、ニーズに応じて専門家を派遣します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           □5  企業移転・移住支援金 

 京丹後市外の事業所が、本市へ本社の移転または支店その他の事業所を設置し、かつ、代表者および正規雇用

者が 3人以上移住する場合に支援金を交付します。 

 

○支援内容 

支援内容 支援金の額 

事業所等移転・設置支援 1 事業所等につき 300 万円 

移住支援 
（移住した代表者または正規雇用者あわせて 3 人以上で）1 人につき 40 万円 

※新しい事業所等を設置した日（基準日）の前 3 か月、後 6 か月までに移住した者に限る。 

 

○対象要件等 

次の(1)～(4)すべてを満たす事業者の方 

(1) 法務局への登記を要する本社又は支店その他の事業所を設置する者 

(2) 令和３年４月１日以降に本市に事業所等を移転または設置し、事業所等を移転又は設置した日から５年間 

以上継続して事業を営む意思を有する者 

(3) 新しい事業所等に勤務する代表者または正規雇用者、あわせて３人以上が本市に移住し、移住した人数が、 

当初から５年間下回らないこと 

※正規雇用者３人の移住でもよい 

※代表者の３親等以内の親族は移住した人数にカウントできない 

(4) 市税等の滞納のない者 

※市税等とは…京丹後市税条例（平成１６年条例第８０号）第３条に規定する市税、同条例第１９条に規定する延滞金およ 

び同条例第２１条に規定する督促手数料 

 

【対象外】 

・京丹後市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等である者 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者 

・政治団体、宗教法人 

 

 

 

市外企業の移転を支援 

事業所新設への補助 

○派遣する専門家 

 中小企業診断士、社会保険労務士、 

弁理士、行政書士 

○派遣期間 

 一の企業立地あたり 1 回限り 

○派遣する専門家 

 専門家 1人あたり 20 万円 

（一の企業立地につき最大 50 万円） 

○対象条件等 

 次の(1)～(3)すべてを満たす事業者の方 

 (1) はじめて市内に企業立地を行う者で、京丹後市企業立地 

支援事業実施要綱第 4条の規定に基づく事業所の指定の 

対象と見込まれること 

 (2) 新たに 10人以上（市民 5人以上を含む）を正規雇用者と 

して雇用する予定であること 

 (3) 市税等に滞納がないこと 



 

 

税の減免 

名称 
対象 

区域 
対象業種等 

減免内容等 

（固定資産税） 
条件 

過疎法 京 

丹 

後 

市 

全 

域 

製造業、旅館業、

農林水産物等販

売業、情報サー

ビス業等 

免除 

（3 ヵ年度） 

土地・家屋・償却資産の取得価額が 500 万円以上 
※製造業および旅館業で 

・資本金 5 千万円～1 億円の法人の場合 1,000 万円以上 

・資本金 1 億円以上の法人の場合 2,000 万円以上 

中小企業等 

経営強化法 

導入促進基本計

画に定める業種 

課税標準軽減 

3 ヵ年度 2 分の 1 

または 

5 ヵ年度 4 分の 1 

投資利益率が年平均 5％以上の投資計画に記載さ

れた設備で、認定経営革新等支援機関が「先端設

備等に係る投資計画に関する確認書」を発行する

以下の設備 
・機械装置 160 万円以上 

・測定工具及び検査工具 30 万円以上、 

・器具備品 30 万円以上 

・建物附属設備 60 万円以上 

 

過疎地域における固定資産税の課税免除 
 次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税の特例（課税免除）が受けられます。 

 ※令和３年３月３１日以前に取得した資産については、従前の制度の適用となります。 

 ※申請方法等、詳細は京丹後市市民環境部税務課（TEL 0772-69-0180）へお問い合わせください。 

対象事業者※1 取得価額要件 課税免除の対象 適用される期間 申請期限 

製造業、旅館

業 

５００万円以上
※2 

対象事業の用に供する以下に

該当するもの。 

・家屋、償却資産：取得また

は製作若しくは建設※3 

・土地：対象家屋、対象償却

資産の敷地である土地の取得
※4 

当該固定資産に

対して新たに固

定資産税を課す

ることとなった

年度以降３年間
※5 

令和７年１月３１日 

（各年度の初日の属する

年の１月３１日） 

ただし、取得初年度であっ

て、やむを得ない事由があ

る場合はこの限りでない。
※6 

農林水産物等

販売業、情報

サービス業 

５００万円以上 

※１ 所得税の青色申告事業者であること。 

※２ ・資本金５千万円～１億円の法人の場合：１千万円以上 

・資本金１億円以上の法人の場合：２千万円以上 

※３ 新築、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建築を含む。（資本金の額が５千万

円超である法人は、新築、増築のみ。） 

※４ 取得日の翌日から 1 年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があったものに限る。 

※５ 令和３年４月１日から令和８年３月３１日に取得した当該固定資産に限る。 

※６ 例）事業年度が１月３１日までに終了せず、青色申告書の添付ができない。 

 

京丹後市地域総合整備資金貸付制度 
 市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動（起業または事業拡大）を支援するため、一般財

団法人地域総合整備財団の支援を得て、民間事業者に対して長期の無利子融資を行います。 

対象者 条件 貸付対象費用 
貸付利率、 

貸付額 

返済期間、 

償還方法 

法人格

を有す

る民間

事業者

など 

次の(1)～(2)すべてを満たす者 

(1)営業開始に伴い、地域内において 1 人以上 

の新規雇用の確保が見込まれること 

(2)用地取得などの契約後 5 年以内に営業が開 

始されること 

(1) 設備の取得など 

にかかる費用 

(2) 試験研究開発費 

など当該設備の 

取得に伴い、必要 

となる付随費用 

無利子、 

貸付対象費

用の 60％以

内の額 

返済期間：20 年

以内（5 年以内の

据置期間含む） 

償還方法：元金

均等半年賦償還 

 

優 遇 制 度 等 

 



 

京丹後市地域総合整備資金連帯保証料補助金 
 京丹後市地域総合整備資金を借り入れた民間事業者等が、当該年度に連帯保証人に支払った連帯保証料の額に

相当する額を補助します。 

※償還期間内に支払う連帯保証料の３分の１を超えない額を上限とします。 

 

その他 

京丹後市・京都府 

優遇制度 

京都府 

用地バンク 

京丹後市 

移住支援サイト 

京丹後市 

空き家バンク 

京丹後市 

ワーケーション情報サイト 

     

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 
 〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野 385-1 京丹後市役所 商工観光部 商工振興課 
       TEL 0772-69-0440 FAX 0772-72-2030 MAIL shokoshinko@city.kyotango.lg.jp 


